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○：旧政策および2010総会に向けて修正追加したもの
●：総会後上記を修正したもの
◎：さらに新規追加したもの

コメント・備考

621 0 ■１．エコロジー 　 地球の未来に責任を ■１．エコロジー 　 地球の未来に責任を ■１．エコロジー 　 地球の未来に責任を ■１．エコロジー 　 地球の未来に責任を ■１．エコロジー 　 地球の未来に責任を 
【キーワード】【キーワード】【キーワード】【キーワード】
・自然循環を優先する原則・自然循環を優先する原則・自然循環を優先する原則・自然循環を優先する原則
・安全性が証明されていないものは使わない予防原則・安全性が証明されていないものは使わない予防原則・安全性が証明されていないものは使わない予防原則・安全性が証明されていないものは使わない予防原則
・経済活動よりもリスク回避を優先する原則・経済活動よりもリスク回避を優先する原則・経済活動よりもリスク回避を優先する原則・経済活動よりもリスク回避を優先する原則
・最終的決定の民主的な合意の原則・最終的決定の民主的な合意の原則・最終的決定の民主的な合意の原則・最終的決定の民主的な合意の原則
・他領域の政策との連携の原則・他領域の政策との連携の原則・他領域の政策との連携の原則・他領域の政策との連携の原則
・国内外の最も厳しい規制に合わせるトップランナーの原則・国内外の最も厳しい規制に合わせるトップランナーの原則・国内外の最も厳しい規制に合わせるトップランナーの原則・国内外の最も厳しい規制に合わせるトップランナーの原則

622 0 【１】自然エネルギー・脱原発で地球温暖化をストップ【１】自然エネルギー・脱原発で地球温暖化をストップ【１】自然エネルギー・脱原発で地球温暖化をストップ
623 0 ①自然エネルギー促進、買取制度①自然エネルギー促進、買取制度

38 1 ●太陽光、太陽熱、風力、木質バイオマス、小水力、地熱など、再生可能エネルギーの導入量について、2020年までに供給ベースで20％以上とする。

304 2 ●再生可能エネルギーを普及させるため、電力会社に再生可能エネルギーの一定価格による買取を義務付ける固定価格買取制度を導入する

N1 5
◎再生可能エネルギーを活用したまちづくりを進めるため、一定規模以上の建築物に対し、パッシブソータラーや地中熱などを含む再生可能エネルギーの利用を義務
付けるソーラーオプリゲーションを導入する。

624 0 ②脱原発、原発輸出の禁止②脱原発、原発輸出の禁止
288 2 ●東海大地震の想定震源域にある浜岡原発は、運転を即時中止する。

290 2 ●原子力発電所の新規建設は中止し、運転開始から30年以上経過した原発を順次閉鎖し、2040年までに全廃（脱原発）を実現する。

291 2 ●核燃料サイクル及びプルサーマル、高速増殖炉もんじゅ、核廃棄物地下処分の各事業は中止する。

294 2 ●原子力の安全監視体制を環境省に一元化し、原子力発電所の危険性を訴えるＮＧＯ代表や学識経験者で構成する、強力な権限の安全監視委員会を設置する。

625 0 ③環境税・排出権取引の導入③環境税・排出権取引の導入

37 1
●産業革命以前からの気温上昇を２度以内に抑えるため、温室効果ガスの排出について、2020年までに1990年比30％削減、2050年までに80％以上の削減を目標と
する。 「２度以内」で良いか疑問あり

55 1
●工場やビル、交通、家庭など、広い範囲での温室効果ガス削減を着実に行なうため、１ｔ-ＣＯ2当たり3000円の炭素税を導入し、税率を３年ごとに漸増させる。な
お、総量削減義務の対象事業所は税率を０％とする。 「3000円」で良いか疑問あり

N2 5
◎発電所や製鉄所など、大規模事業所の温室効果ガス削減を着実に行なうため、温室効果ガスを年間10万トン以上ＣＯ2を排出する事業所に対し、総量削減義務及び
排出取引制度を導入する。

298 2 ○企業などの省エネを代行し、節約した光熱費から収入を得る「省エネ事業者（ＥＳＣＯ）」を支援し、拡大する。
改正省エネ法との関連で表現の修正を要
検討。

299 2
○自動車、住宅、家電など商品の省エネ基準を強化し、各商品のエネルギー消費量、光熱費、ライフサイクルアセスメント（ＬＣＡ）にもとづく環境影響などを消費
者に明示して賢い選択を促す「エコ・ラベリング」を徹底させる。

626 0 【２】クルマ社会からの脱却・転換を【２】クルマ社会からの脱却・転換を【２】クルマ社会からの脱却・転換を
627 0 ①公共交通の拡充①公共交通の拡充

40 1

●脱自動車の総合的な交通政策
・鉄道、路面電車など公共交通を最大限に利用し、脱自動車の総合的な交通政策の推進
・カーシェアリング（car sharing）の奨励
・パーク＆ライド
・自転車道の整備、駐輪場の整備など自転車利用の基本計画の策定
・無駄なトラック輸送を極力回避し、鉄道・水上輸送を奨励

300 2
●旅客輸送について、公共交通（鉄道、ＬＲＴ、バスなど）と自転車、徒歩中心に移行する。貨物輸送については、「地産地消」によって物流の需要を減らすととも
に、トラック輸送のモーダルシフト（鉄道、海運への転換）を促進する。

628 0 ②自動車関連諸税の増税②自動車関連諸税の増税
629 0 ③道路政策の抜本的転換③道路政策の抜本的転換

546 3
●自動車に依存しない国土政策及びまちづりを基本とする。特に、自動車交通の総量を減らすことにより、自動車問題を総合的に解決する。高速道路の建設は中止
し、無料化は、炭素税の税率の漸増に即して検討する。

630 0 【３】食・水の安心を確保する【３】食・水の安心を確保する【３】食・水の安心を確保する
631 0 ①遺伝子作物への規制①遺伝子作物への規制

342 2 ●生物多様性の保全と、食品の安全性を確保するために、遺伝子組替の種子・植物・動物について、輸入・製造・販売・栽培・飼育を禁止する。

344 2 ○食品及び医薬品の安全審査・規制行政について、政治介入を防ぐために業界行政から分離し、独立行政委員会（食品医薬品安全委員会・仮称）に一元化する。委員
には必ず消費者代表を入れる。地方自治体による規制・チェック上乗せも奨励する。

消費者庁の役割と評価が課題

538 3 ●輸入される農林水産物についての安全基準をより高くする。輸入食品に対する検疫でのチェックの頻度を増やす。WTOの非関税障壁撤廃の名目による規制緩和に反
対する。無農薬・減農薬の農業を支援する。家畜・家禽に対する抗生物質の使用を大幅に制限する。

632 0 ②地産地消、フードマイレージ②地産地消、フードマイレージ

345 2 ●食料自給率を現在の40％から80％への増加をめざす。エネルギー浪費の観点からもフードマイレージを３分の１に減らす。食の地産地消を促進するため、学校給食
に地域の食材の活用を義務付ける。

633 0 ③水・大気の安全③水・大気の安全
634 0 【４】ゴミ・有害物質ゼロの循環型社会へ向けて【４】ゴミ・有害物質ゼロの循環型社会へ向けて【４】ゴミ・有害物質ゼロの循環型社会へ向けて
635 0 ①生産者責任の拡大①生産者責任の拡大

328 2
●自動車・家電製品・コンピュータ・プラ容器など、特定の品目について、事業者による引取・処分を義務化することにより、廃棄費用を生産コストに上乗せさせ、
拡大生産者責任と発生抑制を実効あるものとする。

331 2 ○環境に有害な企業に投資しない責務（拡大投資者責任）を確立する。具体的には、公平な企業の環境評価規準を設け、政府からのお金の流れをまず規制する。 拡大投資者責任は可能か疑問も

540 3 ●PRTR制度(化学物質排出把握管理促進法)を全面改正し、一定の根拠データを合わせて提出し、事後検証を可能とする。保護が必要なデータについては、一定の年限
の期間後、開示されるものとする。

541 3 ●大気・水質・土壌などの環境基準について、海外のもっとも厳しい基準に適合させるため、不断の見直しを行なう。また、事業官庁から独立した環境監視委員会を
設置し、監視活動を厳しく行なう。

636 0 ②ゴミは焼却から非焼却へ②ゴミは焼却から非焼却へ

532 3
●焼却場および処分場建設について、情報公開と市民参加のルールを確立し、市民との合意を必要とする。また、市民主体の調査、モニタリング、立ち入り監視の実
施を事業者の費用負担で行なう。

637 0 ③有害物質・化学物質の規制と管理③有害物質・化学物質の規制と管理

45 1 ●携帯電話や高圧線などから生じる電磁波の健康への影響について早急に調査し、企業の情報公開を進める
332 2 ●重金属の使用を適正化させるため、製品への表示を義務化するとともに、有毒物質税をかける。

336 2
●ダイオキシン規制法を改正し、ヨーロッパ基準と同等にする。具体的には、大気中の規制基準を一立方メートルあたり0.1ナノグラムに規制法施行規則を改定し、試
料採取の手順の厳格化や判定基準変更をする。 生産の停止でないが、いいか疑問も

542 3 ●土壌汚染地の徹底的な調査を行なう。また、調査では国際水準の検査方法を義務づけ、周辺環境へのリスクが高いものから、優先して処理できるよう総合的な計画
を立てる。処理費用については汚染者負担を原則とする。

543 3
●水中の化学物質などの環境基準の数値、項目は生物濃縮を考慮し、総量規制による対策、そこで取れる魚介類の安全基準の設定などを行う。魚介類中の基準につい
ては食用並びに生物多様性の両面を考慮する。

638 0 【５】住民が決める環境調和型コミュニティ【５】住民が決める環境調和型コミュニティ【５】住民が決める環境調和型コミュニティ
639 0 ①景観と都市計画、公共的な土地利用①景観と都市計画、公共的な土地利用

205 1 ●歴史的景観、里山、文化財などの保全のため、情報公開・市民参加の下で開発や営業活動を規制できる、地域資産保全条例(仮称)を制定する。

640 0 ②生物の多様性と里山保全②生物の多様性と里山保全
641 0 ③住民の決定権の拡大③住民の決定権の拡大

57 1 ●市民参加で環境基本条例・環境基本計画を制定・策定し、環境マネージメントシステム、エコオフィス、グリーン購入などを率先実行する環境自治体をつくる。

318 2 ●事業費が一定規模以上の公共事業について、住民投票を義務づける条例を制定する。住民投票は、市民参加を促進すべくハードルの低い制度とする。(参加型民主主
義の項を参照)

515 3 ●都市計画マスタープラン、都市計画などについて、情報公開・市民参加を徹底し、市民の手によるまちづくりを実効あるものとする。

642 0 【６】持続可能な地域経済の再興を【６】持続可能な地域経済の再興を【６】持続可能な地域経済の再興を
643 0 ①カネの地域循環、地域再投資法など①カネの地域循環、地域再投資法など
212 1 ●地域通貨への支援、地域再投資法などにより、地域でお金が循環する仕組をつくる。
644 0 ②地域の資源を活かした産業育成（農林水産業の再生など）②地域の資源を活かした産業育成（農林水産業の再生など）

53 1

●新規就農支援、デカップリング制度、有機農業の推進など、国内・地域の自給率の向上と、より安全な食べ物の供給のためにも、国内農業の再生に取り組む
・休耕地におけるサイレージ生産の奨励
・遊休農地を所有者以外の耕作希望者や市民農園利用希望者に解放することを義務づける農地制度の確立
・学校給食や、公共施設の食堂に有機食材を積極的に使用し、国産・地場産の食材の使用を奨励する
・学校や地域における食農教育の推進

N3 5
◎生鮮食料品に対するBSE、農薬チェック機能の強化　・食品の安全性を示すラベル表示の定期チェックとシステムの改良（遺伝子組み換え食品の表示制度の強化、
家畜・家禽・養殖魚に対する抗生物質使用の表示義務化）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◎食品および家畜飼料へのモニタリングを強化・改善

347 2 ●既存農業者の有機農業、減農薬農業などへの転換を促進する。また、農薬の空中散布を禁止する。

349 2 ●個人の農地利用・保有規制を緩和し、農業に携わりやすくすることで、大規模農家に対してと同様に、給与所得者の兼業農家化や自給農家化を奨励する。一方、企
業の農地保有は禁止する。また、優良農地・都市農業の保全を進める。

350 2 ●農林水産省の地方農政局と地方事務所を廃止し、自治体に権限・財源・人材を移管する。

351 2
●国有林・民有林ともに環境保全を基本とする。林野庁は、国有林とともに環境省へ移管して森林保全庁とし、国有林の保全・手入れをその主業務とする。特に、保
有林・自然維持林・ブナ林については、全面的に保護する。

N4 5 ◎大規模林道(山のみちづくり交付金)事業は廃止する。一方、林業地の路網整備の支援、木質バイオマス需要の拡大、国内木材需要の拡大により、林業を活性化する。

352 2 ●あらゆる漁業について、資源管理を最重視し、底引き網などの資源管理を損なう漁業法は規制する。

N5 5 ◎フードマイレージの観点に基づいて、遠洋漁業重視から沿岸漁業の重視に転換する。捕鯨については、南氷洋などにおける遠洋捕鯨は、全面中止する。沿岸捕鯨に
ついては、国際的合意の下、捕鯨を伝統とする地域住民にのみ、捕鯨頭数を限定して認める。

645 0 ③ムダ・自然破壊の大型公共事業の廃止、地域密着型の公共事業③ムダ・自然破壊の大型公共事業の廃止、地域密着型の公共事業

312 2 ●国および自治体の大規模公共事業(総事業費50億円以上)は、すべて凍結し、情報公開・市民参加を原則とする見直しを行う。

313 2 ●必要性について住民間で議論の分かれる事業については、丁寧な情報公開・市民参加プロセスを経た後、住民投票で決することができる。

316 2 ●国土交通省を国土政策調整機関、交通省に解体し、地方整備局・北海道開発局・沖縄総合事務局の機能を自治体に移管する。

N6 5 ◎環境アセスメント法を全面改正し、基本構想・計画段階からの適用、民間事業を含む対象事業の大幅な拡充、情報公開・市民参加プロセスの強化を行う。

N7 5 ◎水系を核として、森林から河川、湿地、海岸までの環境を一体的に管理・協議する「流域保全委員会」を、情報公開と市民参加の原則に基づいて設置する。

320 2 ●日本の沿岸のすべてについて、原則として新規の埋め立てを禁止する。特に、唯一海の環境法である瀬戸内法を改正し、厳しい規制を設ける。

648 0 ■２．社会的公正  　スローライフ・スローワークのための分かち合い■２．社会的公正  　スローライフ・スローワークのための分かち合い■２．社会的公正  　スローライフ・スローワークのための分かち合い■２．社会的公正  　スローライフ・スローワークのための分かち合い■２．社会的公正  　スローライフ・スローワークのための分かち合い
【キーワード】【キーワード】【キーワード】【キーワード】
・公正な高負担・高福祉の社会・公正な高負担・高福祉の社会・公正な高負担・高福祉の社会・公正な高負担・高福祉の社会
・小さくて弱い中央政府・大きくて優しい地方政府・小さくて弱い中央政府・大きくて優しい地方政府・小さくて弱い中央政府・大きくて優しい地方政府・小さくて弱い中央政府・大きくて優しい地方政府
・環境と福祉を結びつけるグリーン税制の確立・環境と福祉を結びつけるグリーン税制の確立・環境と福祉を結びつけるグリーン税制の確立・環境と福祉を結びつけるグリーン税制の確立
・市民の自治と連帯を支援する政府・市民の自治と連帯を支援する政府・市民の自治と連帯を支援する政府・市民の自治と連帯を支援する政府

650 0 【１】雇用と労働【１】雇用と労働【１】雇用と労働

396 0(2) ①●○同じ仕事内容ならば、勤務形態に関わらず、同じ給与と待遇にすること（同一価値労働同一賃金の原則）及び短時間正社員制度を法制化する。①●○同じ仕事内容ならば、勤務形態に関わらず、同じ給与と待遇にすること（同一価値労働同一賃金の原則）及び短時間正社員制度を法制化する。

154 1
●ILO94 号条約（公契約における労働条項）の批准を求めるとともに、公正な労働条件の確保と労働条項を含む入札及び契約制度に向けた法整備に向け、公契約条例
の制定を目指す

155 1 ●自治体の使用者責任を確立するための自治体委託労働者への「生活保障賃金（Living Wage）」条例と「雇用継続保障」条例の制定を進めます。

160 1 ○就職・仕事に役立つ職業訓練の実施、一時的に就業場所の緊急確保など、労働者の起業・自主生産NPO 育成のための条例・基金づくりを進める

165 1 ○自治体の非正規職員や民間の有期・契約社員・パート・派遣労働者の均等待遇を確保し、公平・公正で差別のないワークルールづくりを進める

493 3
○総合職、一般職、アルバイトといった雇用管理区分に関わらず、労働の価値が同等であれば同じ額の賃金を支払う「同一価値労働同一賃金」、厚生年金への加入や
有給休暇・育児休業の取得などを含めて正社員との均等待遇を企業に義務づけることを法制化する。非正社員に対する教育訓練を企業に義務づけると同時に、非正社
員が無料で職業訓練を受けられるように公的なサポートを整備する。

496 3
○非正社員を含めてすべての人に人間らしい生活ができる賃金（生活賃金保障）を支払うことを企業に義務づける。最低賃金を、生活保護基準を下回らない水準（時
給1000円以上）に引き上げる。

N17 5 ○それぞれ200近いILO条約と勧告に基づき、同一労働同一賃金など労働に関する国内法を整備

488 3 ○民営化や民間委託の現状を施設やサービスの利用者とそこで働く労働者の眼でチェックする仕組みをつくる。公共サービスの打ち切りや縮小にストップをかける。
保育所や介護施設など公共サービスを提供する分野の労働者が働きつづけられるように、生活賃金条例の制定を促進するなど公正労働基準を確立する。

163 0(1) ②●週法定労働時間35 時間、年間労働時間1600 時間を実現させ、ワークシェアリングをめざす②●週法定労働時間35 時間、年間労働時間1600 時間を実現させ、ワークシェアリングをめざす

166 1 ○自治体で「短時間公務員制度」を導入し、オランダモデルを自治体から実現するよう働きかける

497 3
○サービス残業を全面的に禁止し、働きすぎをなくす。労働基準監督官を大幅に増員し、サービス残業を行わせている企業には厳しい罰則を課す。残業時間の１日、
週間、月、年間の上限を定め、時間外労働の割増賃金率を50％に引き上げる。ワークシェアリングを促進し、雇用機会を増やす。

395 0(2) ③誰もが安心して働ける職場ルールをつくろう③誰もが安心して働ける職場ルールをつくろう

167 1 ○労働問題を人権教育として捉える措置を進め、まず、単身赴任やサービス残業を禁止し、障害者雇用の情報を公開する

397 2 ●最低賃金を生活保護基準（時給換算）を下回らない水準に引き上げる。
398 2 ○男女を問わず、原則として深夜労働（２２時～５時）を禁止する。

399 2 ○不当解雇や賃金未払い、労働条件の一方的な切り下げ、サービス残業、職場でのいじめなど就労を困難にする状況を勤労者が告発できる体制づくりをＮＰＯ、労 働
団体、弁護士会などと提携して進めるとともに、労働基準監督署の機能を強化し職場での法律違反に厳格に対処できるようにする。

400 2 ○職業紹介についてＮＰＯ・労働組合の参入を支援する一方、営利企業による職業紹介・派遣事業の規制を強化する。

164 1
○ILO151 号「公務員の団結権、雇用条件の決定手続きに関する要約」を批准し、公務員に団結権・団体交渉権・争議権を付与するとともに、「民間準拠」を基本と
する賃金決定システムの確立など国内法整備をめざす

161 1 ○市町村に労働行政の窓口設置（専門相談員の配置）を進める

162 1 ○ILO175 号「パートタイム労働に関する条約」、111 号｢雇用と職業についての差別待遇禁止条約」、158 号「使用者の発意による雇用の終了に関する条約」批准
に向け国内法の整備を求める

494 3
○性差別に関する問題を監督し是正命令を発することの出来る独立した行政機関を設置し、禁止事項を破った場合の罰則規定を強化する。また、労働の価値を計るた
めの職務評価制度の導入を義務づける。

495 3
○派遣や請負の場合でも、実際に働いている企業（ユーザー企業）と労働条件について直接に交渉できる権利を法律で保障する。働く意思のある非正社員の雇用継続
を保障するか、新しい仕事に就くまでの所得保障を行うことを企業に義務づける。

489 3 ○企業が人件費の削減だけに走る道から、人材を育てて良質の製品を作る道に転換するように誘導する。非正社員の均等待遇と技能教育訓練の実施を企業に義務づ
け、行政と企業が協力して働く人の技能教育訓練を拡充する。

401 0(2) ④働く場を自分たちで創造できるようにしよう④働く場を自分たちで創造できるようにしよう
402 2 ○働く人が協同で出資、経営、労働する協同組合を設置できるよう新法を制定する。
403 2 ○無資本の個人でも事業を始められるよう、少額・無利子の融資を行う制度を創設する。
404 2 ○給与所得者でも食べ物を自給できるよう、兼業農家化の支援をする。
405 2 ○社会人の職業訓練の場として、工業高校・商業高校・農業高校を活用する。

491 3 ○超高層ビルの建設など都市の再開発に規制をかけ、住民参加のまちづくりを進める。大型店や量販店の進出を「まちづくり条例」で規制する。大型公共事業に代わ
る福祉サービスやまちおこしの事業で、地域の経済を活性化する。

654 0 【２】脱貧困と生存権保障－所得保障【２】脱貧困と生存権保障－所得保障【２】脱貧困と生存権保障－所得保障
711 0(4) ①世帯主義からシングル単位の社会保障①世帯主義からシングル単位の社会保障
N8 5 ◎専業主婦優遇の配偶者控除・扶養控除、第３号被保険者制度はなくす
712 0(4) ②１人月１０万円のベーシック・インカムを導入②１人月１０万円のベーシック・インカムを導入

391 2 ○制度発足までの間は、最低年金額、生活保護費、課税上の人的控除、最低賃金それぞれ相互の整合を図り、誰もが最低生活費を確保できるようにする。

384 0(2) ③誰でも参加でき、給付を受けられる社会保障システムをつくろう③誰でも参加でき、給付を受けられる社会保障システムをつくろう

389 2 ○被用者年金（厚生年金、共済年金）の報酬比例部分は現行の給付水準を維持することを保障するが、その受給には通常の所得課税を行う。

390 2 ○年金「運用」は凍結する。
392 2 ○医療保険と介護保険は一本化し、給付は現物給付とする。
582 3 ●国民年金・厚生年金・共済年金を統合し、年金制度を一元化し、シンプルな制度に変える。

583 3 ○巨額の年金積立金を取り崩して保険料（率）の引き上げを行わず、保険料（率）固定方式に転換するが、保険料を納付しているかいないかにかかわらず、すべての
高齢者に基礎年金を給付し、その水準を生活保護水準にまで引き上げる。

584 3 ○基礎年金の財源は、全額を税金（現在は３分の１）で賄う。基礎年金の上に、所得比例部分を上積みするが、個人の保険料率は現在の水準より大幅に引き下げる。
従来の厚生年金保険料の企業負担分は、社会保障税として徴収する。

490 3 ○格差を是正し縮小するために、所得再分配を強める公正な税制と社会保障サービスの拡充という積極的な政策をとる。経済成長優先の経済政策と決別し、失業なき
ゼロ成長の政策を選択する。

498 0(3) ④貧困をなくし、すべての人に生存権を保障する④貧困をなくし、すべての人に生存権を保障する
499 3 ○直ちにワーキングプアなど貧困の実態調査を行う。

501 3 ●生活保護を必要とする人すべてに給付を保障する。生活保護申請を窓口で却下する「水際」作戦をやめさせる。老齢加算を復活する。

502 3 ●「屋根の下で暮らす権利」を保障する法律を制定し、住む所を失った人びとに対して低家賃アパートや公営住宅の提供など住居を保障する。

I184 ○被災者生活再建支援法を抜本的に改正し、支給制限を大幅に緩和したうえで、住宅再建に役立てられるようにする。

657 0 【３】安心して生きられる制度－人に対する公共サービス【３】安心して生きられる制度－人に対する公共サービス【３】安心して生きられる制度－人に対する公共サービス

120 0(1) ①誰もが地域で暮らしていける総合的な福祉制度を①誰もが地域で暮らしていける総合的な福祉制度を

585 0(3) ②安心して子どもを生み育てることへの支援②安心して子どもを生み育てることへの支援

587 3 ●男性が家事・育児に積極的に参加し、女性の家事・育児の負担を減らし、育児と仕事の両立ができるようにする。パパ・クウォータ制の導入など育児休業の取得を
男性に義務づける。育児のための短時間勤務制度を促進する。

◎保育所の整備など具体的な子育て支援サービス（現物給付）の拡充

588 3 ○児童手当を拡充し、子どもが２人いる場合は、月額40000円を18歳まで支給する。公教育を無料にし、その内容を充実させ、教育費の負担を減らす。
★削除し、子ども手当への評価を含めた
現金給付の項目が必要との意見があった
が、論点として残す

127 0(1) ③いのちと健康を守る医療③いのちと健康を守る医療

131 1 ○国民健康保険の都道府県単位への再編、社会保険との統合など医療保険制度の見直し

132 1 ○国民健康保険の高額医療費と介護保険の高額介護サービス費の合算や国保保険料における均等割の抑制など、公的保険の主旨と低所得被保険者の実情をふまえた負
担軽減対策の実施

566 3
○薬の安全・規制行政と、開発などの製薬行政を完全に分離するため、前者を厚生労働省から内閣府へ切り離し、独立行政委員会「食品・医薬品安全委員会（仮
称）」に担当させる。また、「薬害防止法（仮称）」を制定し、薬務行政を徹底的に情報公開させる。製薬会社への天下りは全面禁止する。

567 3
○健康な地域社会を守るため、すべての人々に医療へのアクセスを保障することを基本とする。そして、医療の質と効率を重視する政策に転換するため、医療の質・
公平さを含めた総合的な評価基準を新たに確立する。

568 3
○患者負担の軽減のため、現行の患者３割負担を２割に戻すこと、高齢者の患者は１割負担に戻す（現役世代平均以上の所得者は２割に戻す）。「いつでも、どこで
も、だれでも」受診できる「国民皆保険制度」を守る。また、制度を守る観点から、一元化についても検討する。

569 3
○高額診療費制度の自己負担額を引き下げる。また、自己負担限度額の「低所得」枠について、さらに自己負担限度額が低くなる区分をつくり、低所得者の負担を軽
減する。難病については、難病指定を柔軟にし、対象疾病や疾病程度の拡充を図る。自治体独自の医療費補助制度については、国が責任を持つことで、自治体格差を
解消する。

570 3
●救急医療、へき地医療、産科・小児科など不足診療科目、難治性疾病対策に税金を投入し、医師確保、医師不足の解消をはかる。また、育児休業中の医師につい
て、宿直勤務を免除することで都合のいいときに勤務できるようにし、働ける医師数を実質的に増やす。

572 3
○医療事故対策のために専門家などによる公的な機関を都道府県単位に設置し、医療事故の原因調査と再発防止のための是正勧告を行うようにする。また、医療機関
拠出の基金による被害者救済のための公的な「医療賠責保険」を創設する。

133 0(1) ④使いやすい高齢者介護サービス④使いやすい高齢者介護サービス
135 1 ○介護サービス利用を考慮した高齢者向け住宅の整備
136 1 ○介護扶助の柔軟な運用、成年後見制度の利用促進、問題事例への措置等サブシステムの整備

574 3 ○要介護者が受けられるサービスの上限を撤廃する。介護報酬を大幅に引き上げ、労働者の賃金や労働条件を改善し、介護サービスを提供するスタッフを増やす。Ｎ
ＰＯの事業が成り立つようにする。

575 3 ○介護保険の利用に当たっては、自己負担分をなくし、低所得の高齢者が安心してサービスを利用できるようにする。
576 3 ○要介護度が低い人でも、家事援助を必要とする人に対してはサービスを供給する。
577 3 ○介護保険制度を、保険料に頼る社会保険方式から税金を財源とする制度に組み替える。

394 2 ○介護「事業所」は原則として非営利団体とし、介護者・介助者の資格をゆるやかにして、ボランティア（有償）の参加を保障できる制度にする。

138 0(1) ⑤真の障がい者自立支援⑤真の障がい者自立支援
143 1 ○小規模作業所への支援　
579 3 ●障がい者権利条約に基づいた障がい者への差別禁止の法律制定

580 3
○障がい者手帳で受けられる支援や重度障がい者医療助成制度などの障がい者関係の社会制度について、精神障がい者についても、他の障がい者と同等に利用できる
ようにしていく。また、精神障がいについての理解を促進するため、国が率先して啓発活動を行う。

659 0 【４】マネー資本主義への規制【４】マネー資本主義への規制【４】マネー資本主義への規制

660 0 ①グローバリゼーションとマネー（金融）の膨張への規制①グローバリゼーションとマネー（金融）の膨張への規制

「非暴力【１】自由貿易・金融資本問
題」とほぼ重複する。「社会的公正」は
ボリュームが大きいので、これは「非暴
力」の方に一本化もしくは「非暴力～の
項参照」などという方補が良いのではと
の意見あり。

N9 ◎貿易や資本取引の「自由化」原則をやめ、「公正な取引」原則を確立する。

382 2
○資本の国際短期移動を抑制するため、投機的金融取引には結果的に重課となるいわゆるトービン税導入を各国政府に働きかけ、ＩＭＦ（国際通貨基金）を通貨安定
の「見張り番」という本来業務に復帰するよう第２位の出資国としての主導性を発揮する。

507 3 ○お金よりも、効率よりも大事なものがあるという観点から、連帯経済などを推進する国際的な運動と研究のネットワークを支援する。

508 3
○水をはじめとした公共事業の民営化に反対し、非営利・住民参加型の経営を採用し公共性や透明性と高い効率性を両立させている事例に学び、公共事業をより開か
れたものにする。農水産物の無限定な市場開放や農業の市場化（株式会社化）に反対し、食料主権を確立する。地域循環型の農業、地産・地消を推進する。

509 3
○投機的な金融取引を規制するために通貨取引税（トービン税）を導入すると同時に、タックス・ヘヴンに対する国際的な規制を強化する。温室効果ガスへの課税や
航空連帯税などの国際課税を強化する。

510 3 ○労働時間の規制や生活保障賃金など労働条件の国際的な基準を確立し、極端な低賃金や長時間労働や児童労働によって作られた製品の輸入を禁止する取り決めを国
家間で結ぶ。

511 3
○重い債務を抱える国々（重債務貧困国およびそれに準ずる国々）の債務を帳消しにすると同時に、そうした国に対するＯＤＡなどの国際援助を行う。経済インフラ
ではなく社会インフラ（教育など人材育成）を重視し、持続的発展に配慮した質の高い援助に転換していく。

379 2
○現状では米政府の財政赤字を日本の財政赤字で肩代わりしているにすぎず（円高介入資金は外国為替短期証券→円→ドル→米国債となる）、米国債の利払いも結 
局、日本から追い貸しで賄われている。今後一切、政府による米国債の購入を行わない代わりに政府保有の米国債の利払いも受けないことを米国に向かって宣言す
る。

380 2
○過去の為替介入で積み上げた外貨準備を使って途上国の経済支援を行う。具体的には外貨準備の大部分を占める「米国債」を相手国発行の無利子国債と無償で交換
する。

381 2
○途上国への円借款については利払い猶予要件を緩和するとともに、途上国債務問題を解決するための国際仲裁機関の設立を日本政府として後押しし、徹底的な情 報
公開と洗い直しののち、途上国の貧困対策（具体的には国連ミレニアムゴール達成）を阻害する額の債務は返済減免も含めて検討する。

N10 5 ◎高リスクの金融商品の禁止、ヘッジファンドの規制、金融機関の利益制限（銀行税の創設）など金融投機を抑制する仕組みを確立する。

661 0(4) ②利益優先主義を規制し製品・食品・薬品の安全性の確保。経済成長優先の政策からの脱却②利益優先主義を規制し製品・食品・薬品の安全性の確保。経済成長優先の政策からの脱却

N11 5 ◎市民やＮＰＯの手で、社会的責任を果たす企業への格付けシステムをつくる

664 0 【５】産業構造転換・地域経済：輸出主導型経済から転換し、地域でお金がまわり雇用が創られるエコロジカルな循環型経済へ【５】産業構造転換・地域経済：輸出主導型経済から転換し、地域でお金がまわり雇用が創られるエコロジカルな循環型経済へ【５】産業構造転換・地域経済：輸出主導型経済から転換し、地域でお金がまわり雇用が創られるエコロジカルな循環型経済へ
エコロジーと重複するところがあると思
われるが、今後整理する

N12 0 ①自動車や電機製品を輸出する代わりに大量の食料・資源を輸入する経済構造を転換する①自動車や電機製品を輸出する代わりに大量の食料・資源を輸入する経済構造を転換する

150 0(1) ②地域での失業問題を受け身ではなく、「社会的に有用な生産」を基軸に、自主生産事業・ワーカーズコレクティブをはじめとするオルタナティブな対抗政策、制度・シ
ステムづくりをすすめる
②地域での失業問題を受け身ではなく、「社会的に有用な生産」を基軸に、自主生産事業・ワーカーズコレクティブをはじめとするオルタナティブな対抗政策、制度・シ
ステムづくりをすすめる

505 3
○働く人が協同で出資、経営、労働するＮＰＯや協同組合を設立し、これを自立させることを支援するために、ＮＰＯ法を改正する。ＮＰＯに対する税制上の支援や
少額・無利子の融資を行う制度を作る。 協動労働法に言及が必要との意見も

N13 0 ②農業の再生を基礎に地域内循環型経済をつくる②農業の再生を基礎に地域内循環型経済をつくる
151 1 ○地域経済の内発的な発展と維持可能な社会建設のための公共事業の住民的な組み替えを進める
152 1 ○地域経済「農・林・漁」などの一次産業の保全・育成をはかり、その加工部門である一・五次産業の発展を促す

153 1 ○「地域通貨」「NPO」「福祉事業とワーカーズコレクティブ」などとともに、都市と農村をつなぐ施策づくりを進める

662 0
【６】●財政と税制：ムダな財政支出をなくし、借金を増やさず、将来世代にツケを回さない。貧困と格差をなくし社会保障を支える公　　　　　正な税制―所得再分配を強め
る
【６】●財政と税制：ムダな財政支出をなくし、借金を増やさず、将来世代にツケを回さない。貧困と格差をなくし社会保障を支える公　　　　　正な税制―所得再分配を強め
る
【６】●財政と税制：ムダな財政支出をなくし、借金を増やさず、将来世代にツケを回さない。貧困と格差をなくし社会保障を支える公　　　　　正な税制―所得再分配を強め
る 表現は暫定的。

360 0(2) ①借金の膨張を食い止め、財政赤字を減らす①借金の膨張を食い止め、財政赤字を減らす

361 2 ○借金による借金返済という「自転車操業」を禁止するために、これを原則的に許さない規程を財政法、地方財政法に設け財政規律を回復させる。

362 2 ○「過剰貸付防止法」を制定して借金返済のための借入れと知るときまたは客観的に知り得るときに借入れを受諾した場合はその「金銭消費貸借」は無効とする。

363 2 ○「出資法」の上限金利を「利息制限法」の制限金利まで引き下げ、あわせて制限金利を市場平均貸出金利の２倍以内とする。

364 2
○「財政・金融政策調査委員会」を設置し、戦後はじめて国債が発行された１９６５年以降の財政・金融政策を徹底的に洗い出し、政策エラーとそれを肯定した理論
的背景を検証する。その過程において経済事犯に該当する事例があった場合は厳しく摘発する。

365 2 ○法定通貨以外での取引決済方法（現物交換・地域通貨による決済等）を公序良俗に反しない限り公認し、逆に、公の権力、権威および経済的優位性などを利用して
これに介入することを厳に慎む。

367 2
○国債、地方債、借入金の利払いを一時停止し既存債務を確定させ、その返済方針を樹立するとともに、方針の立たない債務については日銀に移管する。この手続き
には情報公開を徹底させる。 2004公開時、一部保留意見あり

368 2 ○租税体系をバブル発生以前に戻し「応能負担」原則を回復した上で、所得税・法人税を社会保障政策として導入する「基礎所得」保障の財源として確保する。

369 2 ○給与所得については、申告納税、年末調整の選択方式を導入する。

372 2 ○ゼロ利子国公債を発行し、公務員の退職金について２０００万円を超える部分をこれで支払う。また、その保有者には相続税・贈与税の軽過を認めて購入の動機付
けを図る。

2004公開時、一部保留意見あり

373 2
○形骸化した地方交付税制度を零細自治体に不利にならぬよう抜本改革し、補助金財源を交付税原資に一定程度組み込み、そのうえで、残りを一括補助金（もしくは
税源委譲）として交付する。

374 2 ○支出の優先順位を明確に付け、公共事業費・防衛費を中心に、杜会保障費・教育費以外の支出を大幅に削減する。

375 2 ○特別会計については、「事業会計」は全廃し、「管理会計」に関しては原則廃止の方向で見直し、存続させる場合にはその理由を明確に説明するとともに会計処理
の透明性を徹底的に確保する。特別会計での公債発行と借入れは禁止する。

376 2
○特殊法人及び独立行政法人については、その関連団体・企業も含めてゼロ・ベース（その存在がないとしたらという前提）で再評価を行い、徹底した情報公開のも
と、設置目的が達成されて廃止すべきもの、経営体としてやっていけるもの、公の組織として残すべきもの、というカテゴリーに分けて廃止・整理・改編を促 進す
る。

377 2 ○郵政事業公社については、郵便事業と金融事業を分割し、後者は地方貯金局単位に再編、公的金融とＮＰＯ融資など社会責任投資に徹しさせる。

556 3

○赤字国債を増発する借金依存の財政政策を転換するために、公共事業投資および軍事費の大幅な削減を先行させる。無理をしてまで借金を返済しないという考え方
をとり、国債・地方債・借入金の利払いを一時停止し、既存債務を確定し、債務の返済を棚上げする政策をとる。先に歳出削減ありきで社会保障サービスを削り自己
負担分を増やす財政再建（「小さな政府」）路線をとらない。「低負担・低福祉」でもなく「低負担・高福祉」でもなく、「公正で透明な高負担・高福祉」社会に移
る。

550 0(3) ②格差を是正し公正を実現する税制を②格差を是正し公正を実現する税制を

551 3 ○経済成長を優先する企業向け減税の政策をやめ、所得再分配を強め、格差を縮小し、公正を実現する税制に転換する。法人税の実効税率の引き下げを行なわない

552 3 ○個人所得税の最高税率を再び70％に引き上げ、10段階で課税し、累進性を強める。相続税の最高税率を再び70％に引き上げる。

553 3
○株式譲渡益・配当所得課税の軽減措置（10％）をただちに廃止し、大幅に引き上げる。株式などからの金融所得と給与所得などを総合して課税するように変え、金
融資産に対する累進課税を行う。

370 2
○消費税については、食料品等日用品はゼロ税率とするなど複数税率を採用するとともに、所得に応じて負担した消費税相当額の控除もしくは還付を受ける「戻し
税」方式を創設する。

371 2 ○環境に負荷がかかる商品・物品に対して課税する環境税と、同じく地域外から流入する環境負荷商品・物品に自治体単独で課税する地方環境税の導入を図る。

666 0 【７】多様な子どもの育ち・教育機会の保障【７】多様な子どもの育ち・教育機会の保障【７】多様な子どもの育ち・教育機会の保障
101 0(1) ①教育への財政支出を増やし、教育環境を整備する①教育への財政支出を増やし、教育環境を整備する

I173 ○文部科学省を廃止し、教育環境の整備にのみ責任を有する独立行政委員会「教育環境整備委員会（仮称）」に取って代える。

102 1 ○少人数クラスの実現のために教員を増員する

103 1 ○子どもたちが地域の人と触れ合えるよう、学校施設を公共空間として地域に開放する

104 1 ○学校図書館に専任・専門の職員を配置する

106 1 ○学校だけが学ぶ場ではないという認識に立って、フリースクールやホームスクーリング などを学ぶ場として認め、財政的・人的支援を行なう

107 1 ○アレルギー疾患を持つ人の増加に配慮した、アレルギー対応の建物・学習机・食器・食材を導入する

284 2
○教育予算を現在のＧＤＰ比３％半ばからＥＵ水準の５％へ増大させ、教育の無料化を実現させている多くのＥＵ諸国にならい、日本でも１０年後に教育費の無料化
を実現する。

「10年後」の根拠不明、削除するか、掲
載するなら「無料化」の中身も必要では
との意見があったが、論点として項目残
す

261 2 ○外国籍の子どもが教育を受ける権利において、差別的にならないよう制度を改正する。
262 2 ○18 才までの子どもの教育を無償化する。
263 2 ○18 才以上の教育を受ける権利を保障するために奨学金制度を充実し、生活費貸与制度を創設する。
268 2 ○子どもの健康発達を保障するために、医療費の無償化を18 歳までとする。
148 1 ○子どもと保護者の双方からのニーズを満たす保育サービスの整備・充実
108 0(1) ②生涯学習の充実を②生涯学習の充実を
110 1 ○公民館などの生涯学習施設の機能を充実させるための人的・財政的措置を行なう

111 1 ○全ての自治体に公立図書館を設置し、様々な年代の人にとって利用しやすく魅力的な図書館になるよう図書館サービスを充実させる

668 0 ■３．多様性・人権 　　みんなちがってみんないい■３．多様性・人権 　　みんなちがってみんないい■３．多様性・人権 　　みんなちがってみんないい■３．多様性・人権 　　みんなちがってみんないい■３．多様性・人権 　　みんなちがってみんないい
【キーワード】【キーワード】【キーワード】【キーワード】
・ILO、人権規約など先進的な国際法の理念を積極的に取り入れる・ILO、人権規約など先進的な国際法の理念を積極的に取り入れる・ILO、人権規約など先進的な国際法の理念を積極的に取り入れる・ILO、人権規約など先進的な国際法の理念を積極的に取り入れる

・機会の平等を徹底的に保障しつつ、結果の平等にも配慮する・機会の平等を徹底的に保障しつつ、結果の平等にも配慮する・機会の平等を徹底的に保障しつつ、結果の平等にも配慮する・機会の平等を徹底的に保障しつつ、結果の平等にも配慮する
・子ども政策は子どもの一番の利益を原則・子ども政策は子どもの一番の利益を原則・子ども政策は子どもの一番の利益を原則・子ども政策は子どもの一番の利益を原則

62 1 【１】多様性－信頼の共生社会へ【１】多様性－信頼の共生社会へ【１】多様性－信頼の共生社会へ
N14 0 ①障がい者、女性、在住外国人、性的少数者が共生する社会へ①障がい者、女性、在住外国人、性的少数者が共生する社会へ

N15 5 ◎セクシャリティ／ジェンダーフリー、うつ／自殺対策、発達障がいなど多様化する個別課題に対応できる教職員や公務員の研修制度の実施（特に心理的ケア分野で
の実施）

66 1 ●クォータ制を含むポジティブアクション（積極的差別是正措置）を実施する

71 1 ○女性の自己決定の基本であるリプロダクティブヘルス・ライツ（性と生殖に関する権利）を支援するため、「性教育の充実」を図る

453 3 ●同性パートナーシップの法的保障に向けての施策を検討する。

◎「性同一性障がい者の性別の取扱いの特例に関する法律」の抜本的改正を

N16 5 ○障がい者への対策、各性の平等、労働の権利など遅れている人権分野で包括的な理念と具体的施策を進めるために国際条約の水準を持った基本法の策定や見直しを
行う

243 2 ○すでに批准している人種差別禁止条約に基づき、差別行為を禁止するための法律を制定するとともに、法務省から独立した差別被害の救済制度をつくる。

N18 5 ○国際人権規約で国連に人権侵害を告発できる第一選択議定書や死刑廃止の第二選択議定書の早期採択

N20 5 ●国際人権規約に抵触している公職選挙法の改正し、選挙活動や表現の自由の拡大を図る

446 3 ○婚姻年齢を男女ともに18歳とし、選択的夫婦別姓制度を導入する。離婚時の財産分与を原則２分の１と明記し、非嫡出子に対する差別を廃止するなど、民法を改正
する。

244 2 ○アイヌ民族について、先住権、自決権、先住自治特区、過去の日本政府の行為についての損害補償などを定めた基本法（アイヌ民族基本法・仮称）を制定する。

245 2 ○在日韓国・朝鮮・台湾人などの定住外国人について、参政権及び公務就業権を認めるなど、日本国民と同等の権利を確立するとともに、外国人登録証の常時携帯義
務や再入国許可制度など、不利益的な施策を撤廃する。

N21 5 ○市民間の争いであっても、暴力や受け止めがたい抑圧となる事象については、NPOなど民間が中心に、公務員も責任を果たしながら解決をはかる（DV、子ども虐
待、セクシャル・ハラスメント防止、パワーハラスメント防止、被害者支援充実）

なぜＮＰＯなど民間が中心になるのか疑
問との意見もあり

237 2
●女性に対する身体的・精神的・性的暴力をなくすため、接近禁止命令の半年以上への延長、加害者への公的更生プログラムの確立、交際相手や性的少数者まで対象
拡大など、ＤＶ防止法を改正する。

592 5
●応益負担で障がい者の生存権を考慮していない障害者自立支援法は廃止し、包括的な制度改正と対策充実を行う。障がい児には「特別なニーズ」に基づき、「特別
なケアの権利」を認め、障がい児本人と保護者の意向が反映されるよう、文化的・精神的発達の実現を支援する（障がい者授産施設、小規模作業所、自立支援セン
ターの充実、就労支援、サービス業者の育成、自律した生活を営むための環境整備）

N22 0(5) ②安全安心より信頼の回復へ②安全安心より信頼の回復へ

N23 5 ◎監視カメラ増設や安全安心条例など安全安心社会を押しつける過度な行政干渉を抑制する

N24 5 ○青色パトロールや治安シミュレーションなど警察の力を増大させる相互監視社会づくりを転換し、相互扶助に基づく「信頼」社会づくりをめざす

N26 0 【２】子ども－未来を担う子どもたちへの一番の利益を考える【２】子ども－未来を担う子どもたちへの一番の利益を考える【２】子ども－未来を担う子どもたちへの一番の利益を考える

591 3 ●子どもの権利条約を実効化するための法整備を積極的に進める。また、すべての自治体に、「子どもの権利条例」策定と「子どもの権利委員会」設置を義務付け
る。

447 3 ○再婚禁止期間を廃止する。また、戸籍のない子どもに対する救済措置を緊急に行う。
93 1 ○国際理解教育（開発教育）などにより、地球的視野を持つ子どもの育成をめざす
N27 5 ◎児童福祉施策・教育施策を縦割りに考えるのではなく、「子ども」問題をトータルに捉えなおす
I72 ○子どもの権利条約批准に基く「子どもの権利基本法」を制定する。（会員意見による追加）
264 2 ○行政措置や裁判所の判断に際して、必ず当事者である子どもの意見をきく（聴聞権の保障）。
265 2 ○社会のあらゆる場での決定過程・システムに子ども自身の参加と自己決定の権利を保障する。

267 2 ○障害児には「特別なニーズ」に基づき、「特別なケアの権利」を認めて、その個人の文化的および精神的発達を達成することを支援する。

269 2 ○子どもが「文化・芸術」に親しむために、美術館、博物館、観劇を無償化する。
271 2 ○子どもの側にたった司法制度にするために少年司法における法律扶助事業の拡充。
257 2 ○民法を改正し、嫡出子・非嫡出子の差別的な扱いを是正する。

I2 0 ■４．参加型民主主義 　 参加と自治　■４．参加型民主主義 　 参加と自治　■４．参加型民主主義 　 参加と自治　■４．参加型民主主義 　 参加と自治　■４．参加型民主主義 　 参加と自治　
「熟議」をキーワードにという意見もあ
り

【キーワード】【キーワード】【キーワード】【キーワード】

・自治体の仕組み政策は自治体ごとに決定するという原則・自治体の仕組み政策は自治体ごとに決定するという原則・自治体の仕組み政策は自治体ごとに決定するという原則・自治体の仕組み政策は自治体ごとに決定するという原則

・決定や自治などをできるかぎり小さい単位でおこない、できないことのみをより大きな単位の団体で補完していく補完性の原理　・決定や自治などをできるかぎり小さい単位でおこない、できないことのみをより大きな単位の団体で補完していく補完性の原理　・決定や自治などをできるかぎり小さい単位でおこない、できないことのみをより大きな単位の団体で補完していく補完性の原理　・決定や自治などをできるかぎり小さい単位でおこない、できないことのみをより大きな単位の団体で補完していく補完性の原理　

・単純多数決ではなく、熟議と合意形成を基本とする・単純多数決ではなく、熟議と合意形成を基本とする・単純多数決ではなく、熟議と合意形成を基本とする・単純多数決ではなく、熟議と合意形成を基本とする

・情報の徹底公開・市民参加・説明責任の原則・情報の徹底公開・市民参加・説明責任の原則・情報の徹底公開・市民参加・説明責任の原則・情報の徹底公開・市民参加・説明責任の原則

・子ども、障がい者、性少数者、移住外国人などさまざまな要素で当事者主義の徹底・子ども、障がい者、性少数者、移住外国人などさまざまな要素で当事者主義の徹底・子ども、障がい者、性少数者、移住外国人などさまざまな要素で当事者主義の徹底・子ども、障がい者、性少数者、移住外国人などさまざまな要素で当事者主義の徹底

・国籍にとわられない多文化共生の住民自治・国籍にとわられない多文化共生の住民自治・国籍にとわられない多文化共生の住民自治・国籍にとわられない多文化共生の住民自治

I3 0 【１】地方－地方から変える【１】地方－地方から変える【１】地方－地方から変える

I4 0 ①地方政府のあり方（地方自治と住民主権、財政自主権、中央政府との関係など）①地方政府のあり方（地方自治と住民主権、財政自主権、中央政府との関係など）

I5
●自治体の仕組み・政策は自治体ごとに決定するという原則の下、住民自身による判断と決定を保障する民主主義のインフラとして、常設型住民投票制度（住民の
５％の署名に寄る実施義務や結果の尊重義務など）・参加型予算などを「市民自治法」（地方自治法の抜本改正）によって法制化する。

I6 ○ひもつき補助金をなくし、偏在の少ない税項目によって、国から自治体への税源移譲を進める。

I7 ○国の自治体への職員出向は白書で公開させる。

I8
○地域性の強い直轄事業・投資的事業は、自治体に移管する。それに伴い、事業実施を担当している中央省庁の出先機関も自治体に移管する。また、事業の自治体移
管に伴い、それらを実施していた特殊法人と公益法人は廃止する。

N29 5 ◎単なる都道府県合併に陥る恐れのある道州制の導入は当面見送り、現状における国から自治体への権限・財源の移譲を優先させる。また、国の出先機関廃止などに
は広域連合制度を活用する。

I10 0 ②行政の透明化・公正性②行政の透明化・公正性

I11 ○中央省庁の縮減、特殊法人、公益法人などの外郭団体の見直しと税金無駄づかいの温床となっている特別会計の廃止を検討する。

I12
○公正・公開・参加・説明責任を原則と定める「行政運営基本法（仮称）」の制定を目指す。また、原則に則って、情報公開法や行政手続法などを改正し、判断材料
となる情報を誰もが入手できるようにする。（公人については、私人と明確に区別して、プライバシーの保護範囲を狭くする。）

I13 ○政策決定過程にある情報や内部的覚書、電子情報まで含めた情報公開条例の策定

I14
○審議に関わる専門家等の選定についても、その過程に市民の意見を反映させその理由等を含めてすべて透明性を確保する。審議は全て公開とし、傍聴者がその場で
議論に参加する場も設け、検討の過程は全て公開し（公人以外のプライバシー保護などについて限定的に保護）、実名の議事録および録音、録画データを公表する。

I15 ○市民に対する行政のアカウンタビリティ（説明の義務）の一環としての事業評価システムの確立

I16 ○都道府県レベルで市民行政委員会を各分野で設立するなど、行政オンブズパーソン制度を導入する。

I17
○地方自治体が民間企業やＮＰＯに丸投げする傾向に歯止めをかけ、行政が果たすべき独自の役割を明確にし、民営化や民間委託によるサービスの内容を市民が参加
してチェックする。サービスを提供する労働者の公正労働基準を確立する。

I20 ○警察の犯罪検挙率を向上させるため、市民監視部門（公安倍局）を大幅に縮小し、その人員・予算を犯罪捜査部門（刑事部局）に振り向ける。

N30 5 ◎冤罪を防止するため、取り調べの可視化を進める。

I23 ○ＮＨＫ受信料の支払い義務化は止めさせ、ＮＨＫの情報公開を進めていく。また、地上アナログ放送については、性急な廃止を行わず、存続させる。

③学校の民主化と市民参加③学校の民主化と市民参加

I174 ○学習指導要綱は履修項目の記述にとどめ、履修期間や具体的な指導方法が現場の教員や子どもの保護者によって決定できるようにする

N34 5 ◎旧教育基本法を取り戻す。

I178
○最も身近な教育への市民参加の場としてのPTA の役割を再評価し、「子どもの最善の利益」のために、保護者も学校の運営や意思決定過程に参加していくシステム
をつくる

I179
●現在の総合学習を発展させ、社会、政治への関心を高め、批判力を養う教育によって、社会に理想を求める市民を育成していくためのシチズンシップ教育を推進す
る。

I175 ○教育委員会が実質的な市民参加の場になるよう、教育委員を公選制とし、教育委員会への請願や意見陳述制度などを機能させる。
都道府県の教育委員は市民が選挙で選
ぶ、という会員意見あり

I180 ○欧州型の地域クラブ方式を採用し、地域のあらゆる場でスポーツ活動や文化教育活動を通して子どもの自発性を育成していく。

I181 ○管理教育を必要最小限に縮小し、子どもと教員に対する日の丸掲揚、君が代斉唱の強制などを廃止する。

I24 0 ④地方議会改革　④地方議会改革　
N31 5

◎地方議会が直接民主制の要素が強い「二元代表制」を採用してきた趣旨を踏まえ、議会による住民への説明会の実施や住民からの広聴・提案制度の充実、議員間討
論の活性化を図るための「議会基本条例」を制定する。

導入が検討されている「議会内閣制」に
ついては、自治体ごとに導入の可否を選
択することが原則だと思うが、二元代表
制を活かしきれていない議会が執行部に
参画することには慎重であるべきとの意
見も

I26 ○議会のすべての会議の公開・議事録の整備と公開（HP による公開を含む）
I27 ●本会議での議論の活発化・可視化を図る
I28 ○夜間、休日議会の積極的開催
I29 ○議会開催権を議会にも付与
I30 ○議決事件の範囲の拡大（基本、実施、行政の各計画、出資法人の予算決算、一定規模以上の公共事業計画など）
I31 ○議案提出権の制限撤廃（定数の12 分の1 → 1 人に）
I32 ○議会事務局の市長部局からの独立制の確保（議長会雇用）と調査能力向上
I33 ○議員の個人調査権の確立
I34 ○公費の調査スタッフの制度化
I35 0 【２】政治改革－民主主義の建て直し【２】政治改革－民主主義の建て直し【２】政治改革－民主主義の建て直し
I36 0 ①政治家・政党の透明性、政治資金問題など①政治家・政党の透明性、政治資金問題など

I37 ○政党助成金と企業・団体献金の二重取りを改め、資金面での支援で政策を左右させないために、政党への企業・団体献金を全面禁止する。

I38 ○政党助成金、文書通信費、立法事務費、地方議員の政務調査費など、政党や議員に支給される公費にについて、使途と領収書を全面公開する。

I39 ○年金の一元化による地方議員年金の廃止や報酬金額の見直しを進める。
I40 ○資産公開を含む政治倫理条例の制定
I41 ○政務調査費など公費による行動の報告と公開の義務化

N32 5 ◎現状の政党要件を緩和し、少数政党の活動基盤を強化する。
N33 5 ◎市町村レベルの政治団体への寄付に対する税控除
I44 0 ②選挙制度改革　国政選挙における比例選挙の拡大、地方議会へも②選挙制度改革　国政選挙における比例選挙の拡大、地方議会へも
I45 ○定住外国人の参政権を認める。
I46 ○若年層の政治参加を促すため、選挙権・被選挙権の年齢をともに１８歳に引き下げる。
I47 ●供託金をゼロにする。
I48 ○公務員、民間ともに在職立候補ができるよう公務休暇制度の導入
I49 ○立候補に際して復職制度を設け、給与所得者も立候補しやすくする。

I50
○国会を世論の縮図とするため、選挙制度を改める。衆議院は政党を選ぶこととし、定数４８０の全国比例を基本とした制度とする。参議院は人を選ぶこととし、定
数２４０の大選挙区（複数の都道府県から構成される全国１０程度の選挙区・一票の格差を1．5倍未満に抑制）とする。

I51 ○無投票区の解消とドブ板選挙からの政策選挙への転換を図るため、地方選挙においても比例を基本とした選挙制度を検討する。

I52 0 【３】司法の民主化（人権と重複あり）【３】司法の民主化（人権と重複あり）【３】司法の民主化（人権と重複あり）

I53
○最高裁事務総局を廃止する。裁判官の人事について、裁判所・検察・法務省の間での異動（判検交流）を一刻も早く廃止し、すべての裁判官を10年の任期で弁護士
から採用する法曹一元制度を導入する。

I54
●裁判員制度は、刑事裁判を対象としている現行制度を見直し、行政訴訟（政府や地方自治体に対する住民訴訟）にこそ導入する。 「行政裁判に陪審員制度を」という項目

を改変　さらに本案に修正案あり（次
項）

I55

◎（前項の修正案）裁判員制度については、現行の刑事事件のほかに行政事件や民事事件の一部（社会性の強いもの）にも適用する。
誤判・冤罪が多発する刑事裁判の捜査手続を改善する。（証拠法の改定）

前項への修正案　さらに「社会性の強
い」については、消費・環境問題等をと
りかかりとすべきという意見もあり

I56 ○行政訴訟について、原告適格を住民・ＮＧＯなどに広げる。行政機関に対しては、文書の提出義務と訴訟期間中の行政執行（ダム建設など）の原則停止を定める。

I57 ○犯罪被害者救済に関する予算を大幅に増やし、医療費無料、生活支援、無利子貸付などの制度を充実させる。裁判は、被告が真犯人かどうかを見極める場であるこ
とから、被害者の意見陳述・量刑要求は廃止する。

I58 ○すでに批准している拷問禁止条約（残虐な刑罰を禁止）に基づき、死刑を廃止する。

I59 ○証拠開示、保釈制度の運用の改善など、被疑者・被告人の人権擁護のための改革を進める。

I60 ○そもそも代用監獄は拘置所の数が不足していた時代に仕方なく始まった制度であり、拘置所が整備された今では廃止しても問題ない。よって代用監獄制度を廃止
し、えん罪被害を減らす一助とする。

I61 ○刑務所の運営について、薬物犯罪者の治療をしっかりと行ったり、修復的司法を導入したりするなど、再犯防止の観点を重視していく。

I62 0 【４】自己決定－自分たちのことは自分たちで決める【４】自己決定－自分たちのことは自分たちで決める【４】自己決定－自分たちのことは自分たちで決める
I63 ○重要な国政課題に限定した国民投票を実施できるよう制度を整備する。
I64 ○基本構想や基本計画への作成当初からの市民参画の制度を整備する

I65 ○地方自治体の財政に関する市民の監視と参加を強め、市民が地区毎にニーズの優先順位と税や利用料金の負担について討議し、ボトムアップ方式で予算を決定して
いく参加型予算の仕組みを導入する。

I66 ○都市計画決定手続条例、地区計画条例、都市計画審議会委員の公募制の導入
I67 ○自分の情報をコントロールする個人情報保護条例の制定および拡充

I68
○住民基本台帳ネットワークシステムの中止と自己情報コントロール権を基本にした法整備 ※住基ネットは、納税者背番号制等と合

わせて議論が必要との意見も

I69
○盗聴法、公安調査庁など、人々の監視につながる監視立法、社会制度、政府機関を廃止する。また、メディア規制や表現規制を進める法律は、廃止・改正してい
く。

I70 ○情報の価値判断ができるように、メディア教育を導入する。
691 0 ■５．非暴力 　　フェアでピースな国際社会を■５．非暴力 　　フェアでピースな国際社会を■５．非暴力 　　フェアでピースな国際社会を■５．非暴力 　　フェアでピースな国際社会を■５．非暴力 　　フェアでピースな国際社会を

【キーワード】【キーワード】【キーワード】【キーワード】
・紛争の要因背景を解決する国内・国際政策・紛争の要因背景を解決する国内・国際政策・紛争の要因背景を解決する国内・国際政策・紛争の要因背景を解決する国内・国際政策
・既存国際組織の改革と国際的平和構築枠組みの確立・既存国際組織の改革と国際的平和構築枠組みの確立・既存国際組織の改革と国際的平和構築枠組みの確立・既存国際組織の改革と国際的平和構築枠組みの確立
・戦後補償、安保見直しと軍縮による東アジアとの相互信頼醸成・戦後補償、安保見直しと軍縮による東アジアとの相互信頼醸成・戦後補償、安保見直しと軍縮による東アジアとの相互信頼醸成・戦後補償、安保見直しと軍縮による東アジアとの相互信頼醸成
・市民・自治体が平和実現の主体となる仕組みの発展・市民・自治体が平和実現の主体となる仕組みの発展・市民・自治体が平和実現の主体となる仕組みの発展・市民・自治体が平和実現の主体となる仕組みの発展
・平和実現へ多文化共生からのアプローチの重要性・平和実現へ多文化共生からのアプローチの重要性・平和実現へ多文化共生からのアプローチの重要性・平和実現へ多文化共生からのアプローチの重要性

692 0 【１】自由貿易・金融資本問題【１】自由貿易・金融資本問題【１】自由貿易・金融資本問題

693 0 ①自由貿易体制（WTO、IMF、FTA、EPA）などに対する批判とその制御、金融資本に対するコントロール（国際連帯税等）①自由貿易体制（WTO、IMF、FTA、EPA）などに対する批判とその制御、金融資本に対するコントロール（国際連帯税等）
社会的公正のボリュームが大きいのでこ
ちらを主にしてもよいのではとの意見が
あったが、社会的公正をメインとし、関
連項目を再掲する形で対処する

413 2 ●通貨取引・投機的マネーや多国籍企業の無原則な活動を規制する枠組みや法整備に努める。

617 3
○ＷＴＯ、ＩＭＦ、世界銀行及び二国間投資協定などについて、環境や人権への配慮、公正性・透明性の確保と民主化の実現に向けてイニシアチブを発揮する。実現
されない場合はこれらの廃止を求めることも検討する。また、投機的マネーや多国籍企業の無原則な活動を規制する枠組みや法整備を行う。

694 0 【２】国際援助・国際連帯【２】国際援助・国際連帯【２】国際援助・国際連帯
695 0 ①公正で透明な国際援助・連帯、「主体」としての相手側住民、市民・NGOの役割の重視①公正で透明な国際援助・連帯、「主体」としての相手側住民、市民・NGOの役割の重視

607 3 ○すでに批准している難民条約に則って、難民の受け入れを推進し、日本国内で生活基盤を確立できるよう、支援していく。

421 2 ○紛争地や難民への医療や生活インフラなどの民生支援を充実させ、また、人道支援活動を展開するＮＧＯへの積極的な支援やそのための法整備をおこなう。

410 2 ○（別掲）イラクに対しては米国の政策と一線を画し、国際社会・組織と連携し、医療・食料援助、現地で活動するＮＧＯなどへの支援をおこなう。

N35 5 ◎援助における「主体」としての相手側住民およびNGOの役割や位置づけの重視に関する政策 内容・表現未整備
N36 0 ②平和外交②平和外交

615 3
○「平和外交基本法（仮称）」を制定し、非暴力・環境・人権・公正・公開を日本外交の基本方針と定める。国連常任理事国入りは目指さない。ODAについては「平
和庁（仮称）」に移管し、「国際協力法（仮称）」を制定して、情報公開と日本市民の参加、事業地住民の参加を徹底する。

704 0 【３】平和を創り出す主体としての自治体や市民の役割【３】平和を創り出す主体としての自治体や市民の役割【３】平和を創り出す主体としての自治体や市民の役割
701 0 ①自治体の非軍事化、基地に頼らない地域経済①自治体の非軍事化、基地に頼らない地域経済

433 2
●すでに批准された「ジュネーブ協定追加第一議定書」に関連する国内法整備の中に、「無防備地域宣言」に関する条項を盛り込み、その宣言の主体が自治体などに
あることを明記し、関連法整備を図る

184 1 ○非核・平和条例やいわゆる「神戸方式」等、市民とともに自治体自身がその主権を行使することによって平和を創り出す主体となり得るような政策作りを推進する

427 2 ●沖縄をはじめ基地集中地域・自治体に対し、米軍・自衛隊による基地経済からの脱却と自立をめざす自治体支援のための法整備を進める。

177 1 ②市民の役割②市民の役割
177 1 ○ 1999 年の「ハーグ国際アピール」に基づいて始動したプロジェクト「国際非暴力平和隊」構想を支持し、推進する
702 0 【４】政府機関【４】政府機関【４】政府機関
703 0 ①平和政策を担当する政府部門の確立①平和政策を担当する政府部門の確立

614 3
○首相を議長とする「平和外交会議（仮称）」を内閣に設置し、外交、国際協力、防衛、通商の国際政策を憲法の理念に基づき決定する。また、同会議を主導し、平
和政策・国際協力を企画・実行する国際平和担当大臣と「平和庁（仮称）」を設置する。

419 2 ○平和外交会議を内閣に置き、日本の外交、国際協力、防衛、通商政策を決定する。

420 2 ○平和外交会議の中心となる国際平和担当大臣と事務局役の国際平和庁を創設する。国際平和庁は、平和外交会議、国際協力、ＯＤＡ、難民などを担当する。

697 0 【５】紛争解決・軍縮【５】紛争解決・軍縮【５】紛争解決・軍縮
N37 0(5) ①9条①9条
603 3 ○憲法9条を将来にわたって堅持することを、日本政府が国際社会で明言する。
424 2 ○自衛隊の海外派兵の拡大を目的とする９条改憲はおこなわない。
700 0 ②日米安保見直し、自衛隊の削減、海外派兵禁止、基地の縮小②日米安保見直し、自衛隊の削減、海外派兵禁止、基地の縮小

410 2 ●国際紛争に対しては、国際社会・組織と連携し、医療・食料援助、現地で活動するＮＧＯなどへの支援を中心にして対応する。

613 3
●将来にわたる「海外派兵の禁止」と「集団的自衛権の不行使」を国際社会に確約する政府声明を発する。また、「制服組」を政策決定の場から排除する。さらに、
自衛隊における情報公開対象を拡大し、自衛隊員教育において人権・民主主義教育を徹底させる。

180 1
●米軍利用施設周辺の環境と住民の生命・財産・人権を守る観点から日米地位協定の見直し・改定を進め、基地や米軍関係者に対する国内法を適切に適用し、またそ
の範囲を拡大することにより、基地周辺環境と住民の生命・財産・人権を守る

609 3
○自衛隊の定員（約25万人）を半減させる。また、迎撃ミサイルシステム（MD）などの新規大型兵器の導入を取り止める。日米地位協定外の米軍駐留経費（いわゆ
る「思いやり予算」）の全廃などとあわせ、軍事費（約5兆円）を半減させる。 数字・表現等精査必要との意見あり　

423 2 ○自衛隊の活動範囲は国境内であることを明確化させ、集団的自衛権は行使しない。
606 3 ○海外に派遣されている自衛隊部隊をすべて日本に撤収させる。

611 3
○自衛隊と在日米軍の一方的な縮小決定後、日本・韓国・朝鮮・中国・アメリカ・ロシアによる「六者協議」の場で、各国に軍縮の実行を迫る。軍縮の合意後、さら
に自衛隊と在日米軍を削減し、再度の軍縮会議を呼びかける。これを繰り返し、最終的には自衛隊と在日米軍を解消する。

430 2

610 3
●アメリカ政府に対し、在日海兵隊（約1万6000人）のアメリカ本土への全面撤退と縮小を求め、在日米軍を半減させる。特に沖縄では米軍基地が集中し、持続可能
な発展や地域経済･都市計画が阻害され、基地による環境悪化や事件事故が深刻な問題となっている。在日海兵隊基地（在沖縄米軍基地の75%及び岩国基地）をはじ
め、すべての在日米軍基地の閉鎖を求める

696 0 ③国連や国際機構改革③国連や国際機構改革

417 2
●紛争の解決のために国家もしくは国際機関等の武力行使や介入に対しては、厳密かつ公正で合理的な理由と条件を明確化することを求め、介入の前後を通したＮＧ
Ｏも含めた公正な機関による検証や補償に関する制度の整備を求める。また、これらに対応する国内政策・組織を整備する

174 1
●各国と協力し、集団殺害や戦争犯罪、人道に対する罪などを裁く「国際刑事裁判所」（1998年条約成立、2003年成立、2007年日本批准）の機能向上を図るとと
もに、米国をはじめとする未批准国の一刻も早い批准を求める。さらに、「アジア人権裁判所」（個人が企業や国家を提訴できる）の実現に向けイニシアチブを発揮
する。

414 2 ○国連および国連安保理などの諸機関の民主化を求め、紛争管理と平和維持のための国際的組織としての役割と働きを強化する。

698 0 ④紛争予防および解決のための国際的・地域的枠組み、軍縮枠組み④紛争予防および解決のための国際的・地域的枠組み、軍縮枠組み

618 3 ●武器輸出三原則を法制化するとともに、厳格な「武器貿易条約（ＡＴＴ）」の締結やクラスター爆弾、劣化ウラン弾など「非人道兵器」の全面禁止に向けてイニシ
アチブを取るなど、国際間の武器売買の規制と削減を実現する。

◎（新規）東北アジアにおいて、六者協議の推進、日朝平壌宣言の理念の実現、非核地帯構想（別掲）をはじめ、平和構築のための枠組みや政策を積極的に推進する

699 0 ⑤戦後補償と多国間地域相互理解（地域安全保障の基盤）⑤戦後補償と多国間地域相互理解（地域安全保障の基盤）
428 2 ○戦後問題に関する解決に努力（別項参照）し、アジア諸国の信頼を回復する。
429 2 ○上記の信頼回復と自衛隊の縮小を決定後、東アジア諸国に軍縮会議を呼びかけ、各国に軍縮の実行を迫る。

605 3
○賠償や個人補償、「軍隊性奴隷」（いわゆる「従軍『慰安婦』」）問題、強制労働問題、毒ガス遺棄などの戦後問題などについて、真摯に調査し、積極的な解決を
目指す。そのため、政府に戦後問題担当大臣を置く。また、国会図書館に恒久平和調査局を設置し、戦後問題に関する政府・民間資料を徹底的に収集させ、公開し、
国民の理解を拡大・深化させる

441 2 ○周辺諸国との歴史認識協議や共同歴史教科書の策定等を検討する。
N38 0(6) ⑥非核⑥非核

431 2 ○ＮＰＴ再検討会議など様々な場でＮＧＯ等が提案している「東北アジア非核地帯構想」を支持し、その実現を関係各国に働きかける。 最新情勢を踏まえアップデート要

619 3
○日本政府に対し、アメリカを始めとする核保有5大国への核実験の即時停止（臨界前核実験も含む）と核軍縮の実行を強く迫らせる。日本周辺においても「東北アジ
ア非核地帯」を実現する。また、非核三原則を立法化し、アメリカの「核の傘」を拒否するとともに、罰則を設けて違反者を処罰する。

N39 0(7) ⑦有事法⑦有事法
183 1 ○テロ対策特別措置法の廃止を求める

436 2 ○有事関連法制や国民保護法制について、市民の生命や安全を確保する観点から、全国の基礎自治体と協議しながら全面的な見直しを行なう。

182 1 ○米軍の軍事戦略のもとに自治体や市民を動員する「周辺事態法」、ならびに「有事」の危険性を理由にして人権や自由を奪う可能性のある「有事法制」に反対する

705 0 【６】多文化・共生、平和・人権教育【６】多文化・共生、平和・人権教育【６】多文化・共生、平和・人権教育

「非暴力」の中に「多文化・・」がある
が、ばらして「多様性、教育」などに集
約してはどうかとの意見あり。現段階で
は、平和政策に対する文化的なアプロー
チも重要という問題意識で重複を前提で
掲載した。

440 2 ○歴史教育に対する「自由主義史観」的な立場からの介入に反対する。

438 2 ○民族・人種や性およびジェンダーなどによる法的・文化的差別を撤廃するよう努める。

187 1 ○定住外国人の参政権、特に地方参政権の実現を目指す
連立政権でも明記されているのでさらに
進める形にアップデート要

437 2 ○在日外国人に対する理解や人権の尊重を図り、政治参加を拡大させ、多文化・共生社会をめざす。
439 2 ○教育機関における「非暴力」の理念と実践に関する教育プログラムの実現に努める。

政策由来分類政策由来分類政策由来分類
0 最終項目立て（2010総会整理と今回の検討による）最終項目立て（2010総会整理と今回の検討による）最終項目立て（2010総会整理と今回の検討による）最終項目立て（2010総会整理と今回の検討による）最終項目立て（2010総会整理と今回の検討による）
1 虹緑虹緑
2 2004参院マニフェスト2004参院マニフェスト2004参院マニフェスト2004参院マニフェスト2004参院マニフェスト
3 2007参院マニフェスト2007参院マニフェスト2007参院マニフェスト2007参院マニフェスト2007参院マニフェスト
4 2010総会事前検討2010総会事前検討2010総会事前検討2010総会事前検討2010総会事前検討
5 今回追加今回追加今回追加


